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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建物の開口部に取り付けられてアングル部を有する建具枠と、
　前記建具枠の屋内側に配置される額縁と、を備え、
　前記アングル部の屋内側の部位は見付け方向に変形可能であり、
　前記建具枠のアングル部の裏面側には枠側連結部が設けられ、
　前記額縁には前記枠側連結部に係合する額縁側連結部が設けられ、
　前記アングル部を変形させて前記枠側連結部が額縁側連結部に係合される建具。
【請求項２】
　前記枠側連結部は、前記アングル部と別体に設けられ当該アングル部の裏面に固定され
る枠側連結部材で構成され、
　前記額縁側連結部は、前記額縁と別体に設けられ当該額縁に固定される額縁側連結部材
で構成されている請求項１に記載の建具。
【請求項３】
　前記枠側連結部は、前記建具枠の長手方向全長に渡って設けられ、
　前記額縁側連結部は、前記額縁の長手方向全長に渡って設けられている請求項１または
請求項２に記載の建具。
【請求項４】
　前記アングル部は、前記建具枠と別体に形成されて前記建具枠に取り付けられたアング
ル材に設けられ、
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　前記枠側連結部およびアングル材を前記額縁側連結部によって屋内側に引き寄せた際に
、前記アングル材の屋内側の端面は、前記額縁の屋外側の見付け面に当接されている請求
項１から請求項３のいずれかに記載の建具。
【請求項５】
　前記額縁に設けられた前記額縁側連結部は、前記額縁の屋外側の見付け面に沿って形成
された連続部を有しており、前記連続部の前記アングル部側の先端部が前記枠側連結部に
当接される請求項１から請求項４のいずれかに記載の建具。
【請求項６】
　前記枠側連結部は、前記アングル部の裏面側に沿って形成されるベース部と、ベース部
に沿いかつベース部から離間したガイド部とを備えており、前記額縁側連結部は前記ベー
ス部と前記ガイド部との間に介在する延長部を備えている請求項１から請求項５のいずれ
かに記載の建具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、建具に関し、特に、建具枠の屋内側に額縁を配置した建具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　建物の開口部に取り付けた建具枠のアングルと、その屋内側に配置される額縁とを、ネ
ジを用いずに固定する構造がある（特許文献１参照）。
　特許文献１の構造では、建具枠の屋内側のアングルを略コ字形に形成し、この略コ字形
部で前記額縁の屋外側端部を挟持している。また、略コ字形部は、第１部と、第１部と別
体の第２部とを組み合わせて構成している。そして、第１部には、額縁に設けた溝に係合
して額縁のアングルに対する屋内方向への動きを規制する係合部を設けている。
　また、特許文献１では、図３に示すように、前記アングルの第２部の見込み面と、額縁
の見込み面とが段差無く連続するように、第２部の屋内側端面と額縁の見付け面とを当接
させて配置する構造が採用される場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－８４５１３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、前記構成の場合、アングルと額縁間に隙間が生じやすいという問題があ
る。例えば、建具枠の形材や額縁には公差が存在し、この公差によって前記隙間が生じる
ことがある。また、特許文献１では、アングルを、アルミニウム合金製の押出形材で構成
した第１部と、合成樹脂製の押出形材で構成した第２部とを組み合わせており、この組立
誤差によって前記隙間が発生する場合もある。
　さらに、建物の開口部に建具枠および額縁を取り付けた場合の施工誤差や、木製の額縁
の経年変化による反りなどによって、前記隙間が発生する場合もある。
　そして、この建具枠のアングルと額縁との間の隙間は建物の開口部に露出するため、隙
間寸法が大きくなると、建具枠の納まりの意匠性が低下する。また、施工現場で額縁を加
工することなどで前記隙間を小さくすることも考えられるが、現場での施工作業が増えて
施工時間が増加してしまう。
　本発明の目的は、建具枠のアングルおよび額縁間の納まりの意匠性を向上でき、かつ、
施工時間を短くできる建具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の建具は、建物の開口部に取り付けられてアングル部を有する建具枠と、前記建
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具枠の屋内側に配置される額縁と、を備え、前記アングル部の屋内側の部位は見付け方向
に変形可能であり、前記建具枠のアングル部の裏面側には枠側連結部が設けられ、前記額
縁には前記枠側連結部に係合する額縁側連結部が設けられ、前記アングル部を変形させて
前記枠側連結部が前記額縁側連結部に係合することを特徴とする。
【０００６】
　本発明によれば、建具枠のアングル部の裏面側に設けられた枠側連結部と、額縁に設け
られた額縁側連結部とを係合して、建具枠に額縁を取り付ける。この際、アングル部の見
込み方向の屋内側の部位は見付け方向に変形可能な部材で構成されている。ここで、変形
可能な部材とは、力を加えた際に撓むことができ、かつ、力を加えることをやめると元の
状態に戻ることができる部材を意味する。従って、可撓性を有する合成樹脂製や金属製の
板材等で構成できる。
　従って、枠側連結部および額縁側連結部をスナップ式に係合させることができ、施工作
業も軽減できて短時間で施工できる。また、アングル部の屋内側の部位を見付け方向に変
形可能な部材で構成したので、その変形を用いてアングル部を額縁側に引き寄せた状態で
額縁をアングル部に係合することができる。このため、アングル部および額縁間の隙間を
小さくでき、建具枠のアングルおよび額縁間の納まりの意匠性を向上できる。その上、各
部品の製造時の公差や組立誤差によってアングル部および額縁間の隙間寸法がばらついて
も、アングル部を額縁側（屋内側）に引き寄せてから建具枠と額縁とを係合できるので、
前記ばらつきをある程度吸収でき、施工現場での調整作業も軽減できて施工時間を短縮で
きる。
【０００７】
　本発明において、前記枠側連結部は、前記アングル部と別体に設けられ当該アングル部
の裏面に固定される枠側連結部材で構成され、前記額縁側連結部は、前記額縁と別体に設
けられ当該額縁に固定される額縁側連結部材で構成されていることが好ましい。
【０００８】
　本発明によれば、枠側連結部および額縁側連結部を、建具枠や額縁とは別体の枠側連結
部材および額縁側連結部材で構成しているので、建具枠や額縁の形状、構造を変更する必
要が無い。このため、従来から用いられている建具枠や額縁を利用することもでき、特に
製造に金型が必要な建具枠自体を変更する場合に比べてコストを低減できる。
【０００９】
　本発明において、前記枠側連結部は、前記建具枠の長手方向全長に渡って設けられ、前
記額縁側連結部は、前記額縁の長手方向全長に渡って設けられていることが好ましい。
【００１０】
　本発明によれば、枠側連結部および額縁側連結部を建具枠および額縁の長手方向全長に
渡って設けているので、アングル部を全長に渡って額縁側に引き寄せることができる。従
って、アングル部および額縁間の全長に渡って隙間の発生を確実に抑制できる。
【００１１】
　本発明において、前記アングル部は、前記建具枠と別体に形成されて前記建具枠に取り
付けられたアングル材に設けられ、前記枠側連結部およびアングル材を前記額縁側連結部
によって屋内側に引き寄せた際に、前記アングル材の屋内側の端面は、前記額縁の屋外側
の見付け面に当接されていることが好ましい。
【００１２】
　本発明によれば、アングル部を建具枠と別体のアングル材に設けている。従って、アン
グル材は、前記建具枠と異なる材質の部材で構成できる。例えば、建具枠が金属製である
場合に、アングル材は合成樹脂等の弾性変形可能な部材で構成できる。このため、枠側連
結部および額縁側連結部の係合によってアングル部を屋内側に引き寄せた際に、アングル
材を弾性変形させて引き寄せることができるので、アングル材の屋内側の端面を額縁に容
易に当接させることができる。これにより、アングル部および額縁間に隙間が発生するこ
とを容易に防止できる。
【００１３】
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　本発明において、前記額縁に設けられた前記額縁側連結部は、前記額縁の屋外側の見付
け面に沿って形成された連続部を有しており、前記連続部の前記アングル部側の先端部が
前記枠側連結部に当接されることが好ましい。
【００１４】
　本発明によれば、変形可能なアングル部が面内方向の外側に押圧された際の更なるアン
グル部の変形を抑制し、アングル部と額縁との接合部分に隙間や段差が生じることを容易
に防ぐことができる。
【００１５】
　本発明において、前記枠側連結部は前記アングル部の裏面側に沿って形成されるベース
部と、ベース部に沿いかつベース部から離間したガイド部とを備えており、前記額縁側連
結部は前記ベース部と前記ガイド部との間に介在する延長部を備えていることが好ましい
。
【００１６】
　本発明によれば、アングル部が日射などの熱によって熱せられて熱反りが生じ易い状態
になった場合でも、枠側連結部が、額縁側連結部に備えられた延長部に当接するのでアン
グル部の熱反りが抑制され、アングル部と額縁との接合部分に隙間や段差が生じることを
容易に防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の第１実施形態の建具である引違い窓を示す縦断面図。
【図２】本発明の第１実施形態の建具である引違い窓を示す横断面図
【図３】第１実施形態のアングル部と額縁との結合構造を示す図。
【図４】第１実施形態のアングル部と額縁との結合構造を示す図。
【図５】第１実施形態のアングル部と額縁との結合構造を示す図。
【図６】第２実施形態のアングル部と額縁との結合構造を示す図。
【図７】第３実施形態のアングル部と額縁との結合構造を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の第１実施形態を図１～５に基づいて説明する。
　図１、２において、本実施形態に係る建具である引違い窓１は、建具枠である窓枠２と
、内外の障子３、４と、網戸５とを備えて構成されている。
　以下の説明においては、躯体に取り付けられた引違い窓を室内側から見たときに、上下
となる方向を上下方向、引違い窓の面の中心に向かう方向を面内方向内側、中心から離れ
る方向を面内方向外側とし、左右となる方向を左右方向、後述する額縁およびアングルの
見付け幅をあらわす方向を見付け方向、室内外方向である奥行き方向を見込み方向として
示す。
【００１９】
［窓枠の構成］
　窓枠２は、上枠１１、下枠１２および左右の縦枠１３，１４を備えて構成される。窓枠
２は、建物の開口部に配置されて建物の躯体６に固定されている。
　なお、本実施形態の上枠１１、下枠１２は、アルミ形材製の屋外部材および屋内部材を
合成樹脂製の断熱材で連結した断熱形材サッシであるが、縦枠１３，１４と同様にアルミ
形材で構成された上枠、下枠を用いてもよい。なお、前記面内方向内側は上枠１１では下
方、下枠１２では上方、縦枠１３，１４では、左右方向のうち他の縦枠に向かう方向であ
る。また、前記面内方向外側は、上枠１１では上方、下枠１２では下方、縦枠１３，１４
では、左右方向のうち、他の縦枠から離れる方向である。
　障子３，４や網戸５は、従来から用いられているものであるため、説明を省略する。
【００２０】
［樹脂カバー材］
　窓枠２を構成する上枠１１、下枠１２、縦枠１３，１４の屋内側には、樹脂製カバー材
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２１，２２，２３，２４が、皿木ねじ等で固定されている。
　樹脂製カバー材２１は、図１に示すように、内障子３を案内する内レールの屋内側に取
り付けられる。そして、樹脂製カバー材２１は、上枠１１の屋内側端部から下方に延長さ
れた第１片部２１１と、第１片部２１１の下端から屋内側に水平に延長された第２片部２
１２とを有するアングル部２１０を備えている。
【００２１】
　樹脂製カバー材２２は、内障子３を案内する内レールの屋内側に取り付けられる。そし
て、樹脂製カバー材２２は、下枠１２の屋内側の立上りに沿って上方に延長された第１片
部２２１と、第１片部２２１の上端から屋内側に水平に延長された第２片部２２２とを有
するアングル部２２０を備えている。
【００２２】
　樹脂製カバー材２３は、縦枠１３の外障子４よりも屋内側の位置に取り付けられる。そ
して、樹脂製カバー材２３は、縦枠１３の屋内側端部から見付け方向（面内方向内側）に
延長された第１片部２３１と、第１片部２３１の先端から屋内側に延長された第２片部２
３２とを有するアングル部２３０を備えている。
　樹脂製カバー材２４は、縦枠１４のレール引寄部１４１よりも屋内側の位置に取り付け
られる。そして、樹脂製カバー材２４は、縦枠１４の屋内側端部から見付け方向（面内方
向内側）に延長された第１片部２４１と、第１片部２４１の先端から屋内側に延長された
第２片部２４２とを有するアングル部２４０を備えている。
【００２３】
［アングル部］
　本実施形態では、アングル部２１０，２２０，２３０，２４０は、上枠１１、下枠１２
、縦枠１３，１４とは別体の合成樹脂製の樹脂製カバー材２１，２２，２３，２４に設け
られている。従って、樹脂製カバー材２１，２２，２３，２４は、窓枠２と別体に形成さ
れた合成樹脂製のアングル材であり、アングル部２１０，２２０，２３０，２４０はこの
アングル材に設けられている。
　また、アングル部２１０，２２０，２３０，２４０は、可撓性を有する合成樹脂製であ
り、弾性変形可能に構成されている。
【００２４】
［額縁］
　アングル部２１０，２２０，２３０，２４０の屋内側には、木製の額縁３１，３２，３
３，３４が配置されている。
　額縁３１，３２，３３，３４の表面（窓開口に露出する見込み面）は、前記アングル部
２１０，２２０，２３０，２４０の表面と面一になっている。従って、アングル部２１０
，２２０，２３０，２４０の表面から額縁３１，３２，３３，３４の表面は、段差無く連
続している。このため、アングル部２１０，２２０，２３０，２４０と、額縁３１，３２
，３３，３４との間に隙間が生じると意匠性が低下する。従って、本実施形態では、以下
の係合構造を採用している。
【００２５】
［枠側連結部材および額縁側連結部材］
　アングル部２１０，２２０，２３０，２４０には、枠側連結部としての枠側連結部材５
０が固定されている。一方、額縁３１，３２，３３，３４には、額縁側連結部としての額
縁側連結部材６０が固定されている。
　これらの枠側連結部材５０、額縁側連結部材６０や、各アングル部２１０，２２０，２
３０，２４０および額縁３１，３２，３３，３４の係合構造は共通するので、図３に拡大
して示す縦枠１４のアングル部２４０および額縁３４の係合構造で説明する。この点は、
図６，７の第２，３実施形態も同じである。
【００２６】
［枠側連結部材の構造］
　枠側連結部材５０は、アルミニウム合金の押出形材で構成されている。また、枠側連結
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部材５０は、長尺状に形成され、アングル部２４０の長手方向の全長に渡って取り付けら
れる。なお、枠側連結部材５０をピース状に形成し、アングル部２４０の長手方向の複数
箇所に取り付けてもよい。
　枠側連結部材５０は、ベース部５１と、ベース部５１の屋内側に連続するフック部５２
と、ベース部５１の見込み方向屋内側よりの部位からアングル部２４０側に突出する突起
部５３と、ベース部５１の見込み方向屋外側の端部から見付け方向（面内方向外側）に延
長された延長部５４と、延長部５４の見付け方向躯体側（面内方向外側）の端部から屋内
側に延長され、さらに斜め方向に延長されたガイド部５５とを備える。
【００２７】
　ベース部５１は、アングル部２４０の第２片部２４２に沿って板状に形成され、両面テ
ープ５８によって第２片部２４２の裏面に接着されている。フック部５２は、ベース部５
１の屋内側端部から見付け方向（面内方向外側）に突出して形成されている。フック部５
２の見込み方向屋内側の面には、見込み方向屋内側から屋外側に向かうにつれて面内方向
外側に傾斜する傾斜面５２Ａが形成され、見込み方向の屋外側の面には、見付け方向に沿
った平面である係合面５２Ｂが形成されている。
　突起部５３は、両面テープ５８を貼り付ける際の基準位置となっている。すなわち、枠
側連結部材５０に両面テープ５８を貼り付ける際には、前記突起部５３に両面テープ５８
の側面を当てて貼り付ける。また、突起部５３があるため、枠側連結部材５０をアングル
部２４０に貼り付ける際に、少なくとも突起部５３の突出寸法分の隙間を確保できる。従
って、両面テープ５８の潰れ寸法を一定に維持できる。
　ガイド部５５は、延長部５４に連続して形成され、ベース部５１と一定間隔離れて対向
する対向部５５Ａと、対向部５５Ａから見込み方向屋外側から屋内側に向かうにつれて面
内方向外側に傾斜する傾斜部５５Ｂとを備える。
【００２８】
［枠側連結部材の取付構造］
　枠側連結部材５０をアングル部２４０の第２片部２４２の裏面に取り付けるには、アン
グル部２４０の屋内側端面と、枠側連結部材５０の屋内側端面（フック部５２側の端面）
とを治具に当接させて位置決めし、両面テープ５８を用いて貼り付ける。
　これにより、アングル部２４０の屋内側端面を基準に前記フック部５２の位置が設定さ
れる。なお、両面テープ５８の代わりに接着剤で固定してもよいが、両面テープ５８を用
いれば接着作業を容易に行える利点がある。また、枠側連結部材５０の固定にネジを用い
るとネジがアングル部２４０の表面に露出する。従って、枠側連結部材５０はネジを用い
ずに固定することが、意匠性を向上できる点で好ましい。
【００２９】
［額縁側連結部材の構造］
　額縁側連結部材６０は、アルミニウム合金の押出形材で構成されている。額縁側連結部
材６０も長尺状に形成され、額縁３４の長手方向の全長に渡って取り付けられる。なお、
額縁側連結部材６０もピース状に形成し、額縁３４の長手方向の複数箇所に取り付けても
よい。
　額縁側連結部材６０は、ベース部６１と、ベース部６１の屋外側に連続する連続部６２
と、連続部６２に連続して形成されるフック部６３と、フック部６３から屋外側に向かっ
て延長された延長部６４とを備える。
　フック部６３は、連続部６２の見付け方向の端部における屋外側の面から連続して形成
されている。すなわち、前記フック部６３は、連続部６２の見付け方向のアングル部２４
０側つまり面内方向内側の端部から、連続して形成されている。このため、連続部６２の
アングル部２４０側の先端部とフック部６３との間には段差が形成されている。そして、
連続部６２のアングル部２４０側の先端部は、フック部５２に当接されている。このため
、アングル部２４０の屋内側端部（第２片部２４２）が面内方向外側に押された場合、前
記フック部５２が連続部６２に当接して移動が規制されるため、アングル部２４０が面内
方向外側に変形して凹むことを抑制できる。
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　なお、本実施形態では、フック部５２および連続部６２が当接するように構成していた
が、フック部５２および連続部６２間に隙間が生じるように構成してもよい。この場合、
アングル部２４０の第２片部２４２が面内方向外側に押されると、前記フック部５２が連
続部６２に当接した時点でアングル部２４０の移動を規制できる。従って、フック部５２
および連続部６２間の隙間寸法は、アングル部２４０の移動を許容できる寸法に設定すれ
ばよい。
【００３０】
　ベース部６１は、板状に形成されて額縁３４の裏面に形成された段部３４１に沿って配
置され、ネジ６８で額縁３４の裏面側に固定されている。連続部６２は、ベース部６１の
屋外側から額縁３４の屋外側の見付面３４２に沿って、面内方向内側に延長されている。
　フック部６３は、前記見付面３４２に平行な平面とされて枠側連結部材５０側に延長さ
れた係合面６３Ａと、係合面６３Ａの面内方向内側の先端から見込み方向の屋内側から屋
外側に向かうにつれて、面内方向外側に傾斜する傾斜面６３Ｂとを備えている。
　延長部６４は、フック部６３の屋外側の先端から屋外側に向かって延長されている。ア
ングル部２４０に反りが生じてアングル部２４０の先端が面内方向内側に移動しようとす
る際、前記ガイド部５５の対向部５５Ａもアングル部２４０の移動と連動して面内方向内
側に移動する為、延長部６４は前記ガイド部５５の対向部５５Ａに当接する。枠側連結部
材５０および額縁側連結部材６０は、アルミニウム合金の押出形材であり、剛体と見なせ
るため、対向部５５Ａが延長部６４に当接すると、それ以上のアングル部２４０の移動は
規制される。このため、アングル部２４０の反りを抑制できる。
【００３１】
［額縁側連結部材の取付構造］
　額縁側連結部材６０を額縁３４に取り付ける際には、ベース部６１を段部３４１に当接
し、連続部６２を見付面３４２に当接した状態でネジ６８を締め付ける。これにより、額
縁３４の屋外側の見付面３４２を基準に前記フック部６３の位置が設定される。なお、額
縁側連結部材６０の固定方法はネジ６８に限定されず、両面テープや接着剤を用いてもよ
い。
【００３２】
［窓枠の施工］
　窓枠２を施工するには、まず、上枠１１、下枠１２、縦枠１３，１４の各アングル部２
１０，２２０，２３０，２４０に枠側連結部材５０を両面テープ５８で接着しておく。ま
た、各額縁３１～３４を四方組んでおき、額縁側連結部材６０をネジ６８で各額縁３１～
３４に固定しておく。
　次に、建物の開口部の躯体６に、前記上枠１１、下枠１２、縦枠１３，１４をネジで固
定する。次に、図４に示すように、躯体６と各アングル部２１０，２２０，２３０，２４
０間に形成される隙間部分に、各額縁３１～３４を屋内側から差し込む。
　すると、枠側連結部材５０のフック部５２の傾斜面５２Ａと、額縁側連結部材６０のフ
ック部６３の傾斜面６３Ｂとの傾斜面同士が当接し、枠側連結部材５０が取付けられたア
ングル部２４０の第２片部２４２は額縁側連結部材６０から離れる方向（面内方向内側）
に弾性変形で移動する。このため、枠側連結部材５０のフック部５２は額縁側連結部材６
０のフック部６３を乗り越えることができ、アングル部２４０は弾性変形した状態から元
の状態に戻る。この際、前記ガイド部５５が設けられているので、アングル部２４０の弾
性変形で面内方向内側に移動したガイド部５５は額縁側連結部材６０側に近づく方向（面
内方向外側）に案内され、枠側連結部材５０の前記フック部５２も額縁側連結部材６０の
フック部６３側に移動して元の状態に戻る。
　このため、図３に示すように、フック部６３の係合面６３Ａにフック部５２の係合面５
２Ｂが当接し、各フック部５２，６３同士はスナップ式に係合する。そして、各フック部
５２，６３は、アングル部２４０の屋内側端面と、額縁３１～３４の見付面３４２とを基
準に位置決めされているので、図５に誇張して示すように、アングル部２４０と額縁３４
との接合部分に隙間が生じた場合は、アングル部２４０の第１片部２４１を屋内方向に押
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圧して枠側連結部材５０のフック部５２を屋内側に引き寄せ、額縁側連結部材６０のフッ
ク部６３に係合させればよい。これによりアングル部２４０の屋内側端面が額縁３４の見
付面３４２に当接する。
　従って、アングル部２１０，２２０，２３０，２４０および額縁３１～３４間の隙間の
発生を抑制できる。
【００３３】
［第１実施形態の作用効果］
（１）本実施形態によれば、窓枠２のアングル部２１０，２２０，２３０，２４０の裏面
側に固定した枠側連結部材５０と、額縁３１～３４に固定した額縁側連結部材６０とを係
合して、窓枠２に額縁３１～３４を取り付けている。この際、アングル部２１０，２２０
，２３０，２４０の屋内側の部位を見付け方向に変形可能に構成しているので、枠側連結
部材５０、額縁側連結部材６０をスナップ式に係合でき、施工作業も軽減できて短時間で
施工できる。
【００３４】
（２）アングル部２１０，２２０，２３０，２４０は、見込み方向屋内側に変形させるこ
とができる部材で構成し、枠側連結部材５０のフック部５２の見込み方向の位置をアング
ル部２１０，２２０，２３０，２４０の屋内側端面を基準に設定し、額縁側連結部材６０
のフック部６３の見込み方向の位置を額縁３１～３４の見付面３４２を基準に設定してい
る。従って、アングル部２１０，２２０，２３０，２４０を額縁３１～３４側に引き寄せ
て、アングル部２１０，２２０，２３０，２４０の屋内側端面を、額縁３１～３４の見付
面３４２に当接させて係合できる。このため、アングル部２１０，２２０，２３０，２４
０および額縁３１～３４間の隙間の発生を防止できて、その納まり部分の意匠性を向上で
きる。その上、各部品の製造時の公差や組立誤差によってアングル部２１０，２２０，２
３０，２４０および額縁３１～３４間の隙間寸法がばらついても、アングル部２１０，２
２０，２３０，２４０を額縁３１～３４側（屋内側）に引き寄せているので、前記ばらつ
きを吸収でき、施工現場での調整作業も軽減できて施工時間を短縮できる。
　さらに、経年変化によって木製の額縁３１～３４に反りが発生しても、額縁３１～３４
とアングル部２１０～２４０の接合面の近傍で枠側連結部材５０と額縁側連結部材６０と
が係合している為、アングル部２１０，２２０，２３０，２４０が追従するため、長期的
に隙間を発生しにくくできる。
【００３５】
（３）また、窓枠２や額縁３１～３４とは別体の枠側連結部材５０および額縁側連結部材
６０を用いているので、窓枠２や各樹脂製カバー材２１～２４、額縁３１～３４の形状、
構造を変更する必要が無い。このため、上枠１１、下枠１２、縦枠１３，１４や樹脂製カ
バー材２１～２４の形状などを変更する場合に比べて、製造コストを低減できる。
【００３６】
（４）さらに、枠側連結部材５０や額縁側連結部材６０を、アングル部２１０，２２０，
２３０，２４０や額縁３１～３４の長手方向全長に渡って設けているので、アングル部２
１０，２２０，２３０，２４０を全長に渡って額縁３１～３４側に引き寄せた状態で額縁
３１～３４に係合することができる。従って、アングル部２１０，２２０，２３０，２４
０および額縁３１～３４間の全長に渡って隙間の発生を確実に防止できる。
【００３７】
（５）また、アングル部２１０，２２０，２３０，２４０を上枠１１、下枠１２、縦枠１
３，１４と別体の樹脂製カバー材（アングル材）２１～２４に設けたので、樹脂製カバー
材２１～２４の弾性変形のし易さなど考慮してその肉厚寸法などを設定できる。このため
、枠側連結部材５０および額縁側連結部材６０の係合によってアングル部２１０，２２０
，２３０，２４０を屋内側に引き寄せた際に、樹脂製カバー材２１～２４を容易に弾性変
形させて引き寄せることができ、アングル部２１０，２２０，２３０，２４０の屋内側の
端面を、額縁３１～３４の見付面３４２に容易に当接させることができる。これにより、
アングル部２１０，２２０，２３０，２４０および額縁３１～３４間に隙間が発生するこ
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とを容易に防止できる。
【００３８】
（６）フック部５２，６３をアングル部２１０，２２０，２３０，２４０の第２片部２１
２の屋内側端部に近い位置に形成しているので、アングル部２１０，２２０，２３０，２
４０を容易にかつ確実に屋内側に引き寄せて額縁３１～３４に当接させることができる。
【００３９】
（７）額縁３４に設けられた額縁側連結部材６０は、額縁３４の屋外側の見付け面に沿っ
て形成された連続部６２を有しており、連続部６２のアングル部２１０，２２０，２３０
，２４０側の先端部が枠側連結部材５０に当接されるので、弾性変形可能なアングル部２
１０，２２０，２３０，２４０が面内方向の外側に押圧された際の更なるアングル部２４
０の変形を抑制し、アングル部２４０と額縁３４との接合部分に隙間や段差が生じること
を容易に防ぐことができる。
【００４０】
（８）枠側連結部材５０はアングル部２４０の裏面側に沿って形成されるベース部５１と
、ベース部５１に沿いかつベース部５１から離間したガイド部５５とを備えており、額縁
側連結部材６０はベース部５１とガイド部５５との間に介在する延長部６４を備えている
。このため、額縁３４がアングル部２４０に固定された際は、アングル部２４０が日射な
どの熱によって熱せられて熱反りが生じ易い状態になった場合でも、枠側連結部材５０に
備えられたガイド部５５が、額縁側連結部材６０に備えられた延長部６４に当接するので
熱反りが抑制され、アングル部２４０と額縁３４との接合部分に隙間や段差が生じること
を容易に防ぐことができる。
【００４１】
［第２実施形態］
　次に本発明の第２実施形態について説明する。第２実施形態は、枠側連結部材および額
縁側連結部材の構成が第１実施形態と相違する。このため、図６に示す、縦枠１４および
額縁３４の連結部分を例に説明する。
　第２実施形態の枠側連結部材５０Ａは、金属製の板材を折曲加工することで構成され、
ネジ７１，７２で縦枠１４および躯体６に固定される。このため、枠側連結部材５０Ａは
、建物の躯体６にネジ７１で固定される第１固定部５０１と、第１固定部５０１の見込み
方向屋外側の端部からアングル部２４０に向かって直交方向に折曲されて縦枠１４の屋内
側端部にネジ７２で固定される第２固定部５０２と、第２固定部５０２の面内方向内側の
端部から見込み方向屋内側に向かって直交方向に折曲されてアングル部２４０の第２片部
２４２に両面テープ５８で固定される延長部５０３と、延長部５０３の見込み方向屋内側
先端から斜め方向に折曲されて、先端に係合部５０４Ａを有するフック部５０４とを備え
る。フック部５０４は、見込み方向屋内側から屋外側に向かうにつれて面内方向外側に傾
斜するように折曲されている。
【００４２】
　一方、第２実施形態の額縁側連結部材６０Ａは、アルミニウム合金または合成樹脂製の
押出形材で構成されている。
　額縁側連結部材６０Ａは、額縁３４の段部３４１に当接する係止部６０１と、見付面３
４２にネジ６９で固定される固定部６０２と、固定部６０２から屋外側に延出された延出
部６０３と、フック部６０４とを備える。フック部６０４は、延出部６０３の屋外側に連
続して形成され延出部６０３の屋内側端部から面内方向内側に向かって弧状に形成された
係合部６０４Ａと、係合部６０４Ａの屋内側の端部から屋外側に向かうにつれて、面内方
向外側に傾斜する傾斜面６０４Ｂとを有する。
【００４３】
　この第２実施形態での窓枠の施工手順は、まず、枠側連結部材５０Ａをネジ７２で固定
した上枠１１、下枠１２、縦枠１３，１４を躯体６に固定する。その後、枠側連結部材５
０Ａの第１固定部５０１をネジ７１で躯体６に固定する。
　次に、額縁側連結部材６０Ａを固定した額縁３１～３４を、枠側連結部材５０Ａ部分に



(10) JP 6174434 B2 2017.8.2

10

20

30

40

50

差し込む。この際、枠側連結部材５０Ａ及びアングル部２４０がフック部６０４の傾斜面
６０４Ｂで押圧されることによって弾性変形で撓んでフック部６０４を乗り越え、フック
部５０４の係合部５０４Ａおよびフック部６０４の係合部６０４Ａがスナップ式に係合す
る。
【００４４】
　本実施形態においても前記第１実施形態と同様に、枠側連結部材５０Ａのフック部５０
４と、額縁側連結部材６０Ａのフック部６０４とが係合することで、枠側連結部材５０Ａ
およびアングル部２４０を屋内側に引き寄せた状態で額縁３４に係合することができる。
このため、アングル部２４０と額縁３４との間に隙間が発生することを抑制できる。
【００４５】
［第３実施形態］
　次に本発明の第３実施形態を、図７を参照して説明する。第１、２実施形態は、枠側連
結部および額縁側連結部を、樹脂製カバー材２１～２４および額縁３１～３４とは別体の
枠側連結部材５０，５０Ａ、額縁側連結部材６０，６０Ａで構成していた。これに対し、
第３実施形態では、枠側連結部および額縁側連結部を、樹脂製カバー材および額縁に一体
に形成したものである。
【００４６】
　第３実施形態の樹脂製カバー材２４Ａは、合成樹脂製の押出形材で構成され、前記各実
施形態と同様のアングル部２４０Ａと、アングル部２４０Ａに対向するガイド部２４５と
を備える。
　アングル部２４０Ａは、第１片部２４１Ａと、第２片部２４２Ａとを備える。第２片部
２４２Ａの屋内側端部には、第２片部２４２Ａから延出された当接部２４３Ａと、当接部
２４３Ａから屋外側に向かうにつれて、面内方向外側に傾斜する傾斜面２４３Ｂと、傾斜
面２４３Ｂの屋外側端部から面内方向内側に向かって延出された係合部２４３Ｃとを備え
るフック部２４３が形成されている。
　ガイド部２４５は、アングル部２４０Ａの基端部分から縦枠１４の屋内側端面に沿って
延長された延長部２４６と、延長部２４６から屋内側に延出されて先端が面内方向外側に
傾斜されたガイド部２４７とを備える。
【００４７】
　第３実施形態の額縁３４Ａは、木製額縁で構成され、アングル部２４０Ａおよびガイド
部２４５間に挿入される挿入部３４５を備える。この挿入部３４５には、前記フック部２
４３に当接して第１片部２４１Ａと第２片部２４２Ａとを撓ませる傾斜面３４６と、前記
フック部２４３が係合する係合面３４７Ａを備える係合凹部３４７と、挿入部３４５の傾
斜面３４６の反対側の端縁に形成された挿入端縁３４８とを備える。
【００４８】
　この第３実施形態では、樹脂製カバー材２４Ａを装着した縦枠１４を躯体６にネジで固
定する。次に、額縁３４Ａの挿入部３４５を、樹脂製カバー材２４Ａのアングル部２４０
Ａおよびガイド部２４５間に挿入する。この際、挿入部３４５の傾斜面３４６がフック部
２４３の傾斜面２４３Ｂに当接し、かつ、挿入端縁３４８がガイド部２４５に当接するた
め、挿入部３４５は適切な位置に案内される。
　そのまま、額縁３４Ａを押し込むと、第２片部２４２Ａが開口側に撓み、さらにフック
部２４３の係合部２４３Ｃが係合凹部３４７の係合面３４７Ａにスナップ式に係合する。
このため、アングル部２４０Ａの第２片部２４２Ａは、係合凹部３４７によって屋内側に
引き寄せた状態で額縁３４Ａに係合する為、アングル部２４０Ａと額縁３４Ａとの隙間の
発生を抑制できる。
　従って、第３実施形態では、フック部２４３によって枠側連結部が構成され、係合凹部
３４７によって額縁側連結部が構成される。
【００４９】
　本実施形態においても前記各実施形態と同様の作用効果を奏することができる。また、
枠側連結部および額縁側連結部を、アングル部２４０Ａおよび額縁３４Ａに一体に形成し



(11) JP 6174434 B2 2017.8.2

10

20

たので、別体で構成する場合に比べて部品点数を少なくできる。
【００５０】
　［変形例］
　なお、本発明は、前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
他の構成等を含み、以下に示すような変形等も本発明に含まれる。
　前記各実施形態では、アングル部２１０，２２０，２３０，２４０は、上枠１１、下枠
１２、縦枠１３，１４とは別体の樹脂製カバー材２１～２４で構成していたが、上枠、下
枠、縦枠を合成樹脂材で形成する場合には、アングル部を上枠、下枠、縦枠と一体に形成
してもよい。
【００５１】
　アングル部２１０，２２０，２３０，２４０は、合成樹脂製に限定されず、アルミニウ
ム合金等の金属製でもよく、可撓性を有して弾性変形可能なものであることが好ましい。
　枠側連結部材５０や額縁側連結部材６０の形状や材質は、アルミニウム合金等の金属製
や合成樹脂製など、実施にあたって適宜選択すればよい。
【００５２】
　前記各実施形態は、引違い窓１を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限らず、アン
グルを備えた建具であれば、すべり出し窓、ＦＩＸ窓、開き窓等であってもよい。
【符号の説明】
【００５３】
　１…引違い窓、２…建具枠である窓枠、６…躯体、１１…上枠、１２…下枠、１３，１
４…縦枠、２１，２２，２３，２４，２４Ａ…樹脂製カバー材、３１，３２，３３，３４
，３４Ａ…額縁、５０，５０Ａ…枠側連結部材、５２…フック部、５８…両面テープ、６
０，６０Ａ…額縁側連結部材、６３…フック部、６８，６９…ネジ、２１０，２２０，２
３０，２４０，２４０Ａ…アングル部、２４３…フック部、５０４…フック部、６０４…
フック部。
【図１】 【図２】
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